
別 紙

１ 解体現場のパトロール等の実施結果

都道府県等では、本年 9 月 9 日付けの国土交通省及び環境省の依頼に基づき、都

道府県労働局と連携して、解体現場を含む建設工事現場に対して、石綿含有建材に

重点を置いた建設リサイクル法等に係るパトロール等を実施し、分別解体や再資源化

等に係る改善等の指導を行いました。

なお、パトロール等を実施した建設工事現場のうち、１，８４３箇所は、都道府県等の

建設部局（建設リサイクル法に係る分別解体等を担当）及び環境部局（建設リサイクル

法に係る再資源化等を担当）、都道府県労働局（労働基準監督署）の３者が合同で実

施しています。

（１）建設リサイクル法等に関するパトロール （参考資料１）

（ⅰ） 建設リサイクル法に関するパトロールの実施結果

① 分別解体等に係るパトロールの実施結果

本年9～10月の 2ヶ月間に、解体現場（９，３１６箇所※１）をパトロールし、２３９件の

助言等を実施しました。そのうち石綿含有建材に係るものは５件でした。

・ 施工業者からの聞き取りで石綿含有建材の使用を確認したため、改めてその適正

処理について助言したもの （4件）

・ 分別解体が徹底されず、コンクリート塊に石綿含有建材の混入が確認されたため、

その適正処理及び分別解体の徹底について助言したもの （1件）

② 再資源化等に係るパトロールの実施結果

本年9～10月の2ヶ月間に、解体現場（４，６７２箇所※１）をパトロールし、１１件の助

言等を実施しました。そのうち石綿含有建材廃棄物に係るものは１件でした。

・ 分別解体が徹底されず、コンクリート塊に石綿含有建材の混入が確認されたため、

その適正処理及び再資源化の徹底について助言したもの （1件※２）

（※１ 都道府県等の建設部局及び環境部局、都道府県労働局（労働基準監督署）の３者合同で実施した

パトロールの件数(1，843 箇所)を含んでいます）

（※２ ①分別解体等に係る実施結果と同一の現場で実施されたものです）

（ⅱ） 労働安全衛生法（石綿障害予防規則）に関するパトロールの実施結果

労働基準監督署が都道府県等と合同でパトロールした現場において、石綿含有建

材に係る内容の指導を行ったものは１７２件でした。



・ 石綿含有建材の事前調査を実施していない又は結果の記録と概要の掲示を行

っていないため、その徹底について指導したもの （154 件）

・ その他、湿潤化を実施していない、保護具を使用していないため、 その徹底に

ついて指導したもの 等 （ 18 件）

（２） 廃棄物処理法に基づく立入検査 （参考資料２）

（１）の他、本年4～10月の7ヶ月間に、47都道府県及び62政令市が廃棄物処理

法に基づき、解体現場（１１，０８９箇所※３）に対する立入検査を実施し、石綿含有廃

棄物の保管や運搬等について、33 件の指導を行いました。

（※３ 平成 22年４月から 10 月末までの間に、各都道府県等の廃棄物行政部局が行った立入検査分に

ついて集計しているため、件数等については、（１）と一部重複しています。）

○ 石綿含有廃棄物の保管・運搬の違反等に対し指導を行った件数 33 件

・ 仕切りがない、飛散防止等の措置が不十分である等、保管方法に対する改善

を指導したもの （19 件）

・ 保管場所において他の廃棄物が混入していたため、混入防止の措置を講じる

よう指導したもの （ 5件）

・ その他、保管場所に必要な表示がない、運搬時の飛散防止措置不十分、許可

のない業者に運搬を委託、等 （ 9件）

２ 破砕施設（産業廃棄物の処理施設）に関する立入検査の実施結果

（参考資料３）

本年4～10月の7ヶ月間に、47都道府県及び62政令市が廃棄物処理法に基づき、が

れき類の破砕施設（5,434 施設）のうち、4,350 施設（80%）に対して立入検査を実施し、52

施設について、石綿含有廃棄物の取り扱いに係る改善等の指導を行いました。

（立入検査の延べ件数： 8,944 件）

○ 石綿含有廃棄物に係る違反等に対し指導を行った件数 52件

・ 受入後のがれき類に石綿含有廃棄物（疑い物を含む）の混入が認められたため、

受入時の確認を徹底し、混入が疑われるものは受入を行わない等、再発防止につ

いての指導を行うとともに、混入が認められた（疑いを含む）がれき類については廃

棄物として適正処分するよう指導したもの （36 件）

・ 混入は認められなかったが、受入時の確認体制が不十分であったため、展開検

査等混入していないことの確認を徹底するよう指導 （16 件）



３ 一般環境におけるアスベスト大気濃度調査の結果

さいたま市、川崎市及び埼玉県では、アスベストが混入した再生砕石が使用された

駐車場等（混入のおそれのある箇所を含む）について、アスベスト大気濃度調査を実

施し、その結果を公表しています。(参考資料４)

いずれの調査結果においても、健康リスクを引き起こすおそれがある程のアスベス

トの飛散は起こっていないことが確認されました。

４ 今後の対応

今後も、厚生労働省、国土交通省及び環境省において連携し、各都道府県等によ

る解体現場へのパトロール及び破砕施設等への立入検査等、関係法令の遵守につ

いて継続した指導等を行います。

また、今回のパトロール及び立入検査の結果として、一部に分別解体等の不十分

な箇所や再生砕石への混入事例が確認されたことから、下記の取組を実施し、再生

砕石へのアスベストの混入防止を徹底して参ります。

○ 啓発用パンフレット（参考資料５）等により関係法令の周知徹底 （特に、次の点について、

広報を推進）

・ 建設リサイクル法に基づき、解体工事の際、コンクリート塊にスレート片が混入しないよ

う分別解体に係る指導の徹底

・ 石綿障害予防規則に基づき、解体工事の際に必要な、石綿含有建材の有無に係る事前

調査の確実な実施と、その結果の概要について、公衆の見やすいところにも掲示するよう

指導の徹底

・ 廃棄物処理法に基づき、破砕施設におけるがれき類の受入の際に、石綿含有建材の混

入の有無を確認するよう指導の徹底

○ 建設リサイクル法の届出の際に、石綿含有建材の有無についても、確認するなどして情

報の把握に努めるよう都道府県等の関係者に対して協力依頼

○ 都道府県等の建設部局及び環境部局、都道府県労働局（労働基準監督署）の３者の連

携体制の強化・継続について、関係機関に依頼



１ 解体現場の実施結果 【参考資料１】

（１） 建設リサイクル法等に関する合同パトロール （厚生労働省・国土交通省・環境省）

建設リサイクル
法第14条（分別
解体等）に基づ
く助言・勧告数

建設リサイクル
法第19条（再資
源化等）に基づ
く助言・勧告数

（箇所数） （件） （箇所数） （件） （件） （箇所数） （件）

北 海 道 400 4 74 0 0 1 0

青 森 県 80 3 32 0 0 28 1

岩 手 県 211 2 66 0 0 39 5

宮 城 県 111 4 74 0 0 10 8

秋 田 県 30 7 30 1 1 21 7

山 形 県 95 0 35 0 0 22 8

福 島 県 136 0 60 0 0 60 3

茨 城 県 127 10 127 0 0 48 5

栃 木 県 331 7 58 0 2 33 0

群 馬 県 163 7 281 0 2 58 1

埼 玉 県 312 10 241 0 0 177 0

千 葉 県 299 0 138 0 0 118 12

東 京 都 1,318 18 245 0 0 93 3

神奈川県 177 1 124 0 0 43 4

新 潟 県 129 0 118 0 0 97 22

富 山 県 73 5 22 0 0 13 0

石 川 県 72 5 69 0 0 0 0

福 井 県 161 10 45 4 0 43 1

山 梨 県 80 0 73 0 0 32 6

長 野 県 141 3 96 4 0 60 8

岐 阜 県 295 2 28 0 0 21 0

静 岡 県 408 7 196 0 0 23 1

愛 知 県 234 7 192 1 0 51 5

三 重 県 83 0 52 0 0 49 0

滋 賀 県 111 4 78 0 0 0 0

京 都 府 240 0 70 0 0 32 4

大 阪 府 290 21 96 0 0 1 0

兵 庫 県 218 7 146 0 0 82 4

奈 良 県 80 6 30 0 0 5 0

和歌山県 151 1 107 0 0 67 0

鳥 取 県 104 12 39 0 0 0 0

島 根 県 102 0 32 0 0 26 5

岡 山 県 96 3 96 0 0 84 3

広 島 県 236 24 93 0 0 76 8

山 口 県 188 0 119 0 0 56 5

徳 島 県 51 0 17 0 0 16 7

香 川 県 112 0 36 0 0 28 4

愛 媛 県 119 18 31 0 0 4 0

高 知 県 117 4 117 0 0 0 0

福 岡 県 243 10 206 0 0 160 28

佐 賀 県 98 2 11 0 0 0 0

長 崎 県 103 0 59 1 0 50 4

熊 本 県 97 0 56 0 0 0 0

大 分 県 98 5 81 0 0 16 0

宮 崎 県 162 4 34 0 0 0 0

鹿児島県 715 3 95 0 0 0 0

沖 縄 県 119 3 547 0 0 0 0

合 計 9,316 239 4,672 11 5 1,843 172

※１ （A）は、（B）及び（C)の内数。（B）と（C)は、重複有り。

※２ 建設リサイクル法に基づく助言・勧告のうち、石綿含有建材に係るものの秋田県の１件は、同一現場において、都道府県等の建設部局及
び環境部局の双方から助言がなされたもの。

都道府県名

建設リサイクル法関係

都道府県等の
建設部局がパ
トロールした現

場数（B）

都道府県等の
環境部局がが
パトロールした
現場数（C）

建設リサイクル
法に基づく助
言・勧告のう

ち、石綿含有建
材に係る分別
解体の徹底に

ついて

都道府県等の
建設部局及び
環境部局、労
働基準監督署
の３者が合同で
実施したパト
ロールの現場

数（A）

労働基準監督
署が、都道府
県等と合同で
実施した現場に
おいて、石綿障
害作業規則に
基づき実施した
指導等の件数



１ 解体現場の実施結果 【参考資料２】

（２） 廃棄物処理法に関する立入検査 （ 環 境 省 ）

保管場所に仕
切りがない、飛
散防止の措置
が不十分

保管場所にお
いて他の廃棄
物（がれき類、
金属くず）が混
入

保管場所に必
要な表示の不
備

許可を有しな
い業者に収集
運搬を委託

運搬時の飛散
防止措置が不
十分

廃石綿等（特
別管理産業廃
棄物）の保管
に係る表示等
不備

合計 11,089 33 19 5 4 2 0 3
001 北海道 62 0
002 青森県 43 0
003 岩手県 118 0
004 宮城県 31 0
005 秋田県 33 0
006 山形県 59 0
007 福島県 51 1 1
008 茨城県 243 0
009 栃木県 105 0
010 群馬県 281 0
011 埼玉県 645 0
012 千葉県 143 0
013 東京都 908 0
014 神奈川県 132 0
015 新潟県 139 0
016 富山県 8 0
017 石川県 49 0
018 福井県 48 0
019 山梨県 134 0
020 長野県 539 0
021 岐阜県 73 0
022 静岡県 202 0
023 愛知県 178 0
024 三重県 52 0
025 滋賀県 110 0
026 京都府 53 0
027 大阪府 39 0
028 兵庫県 827 1 1
029 奈良県 41 1 1
030 和歌山県 115 0
031 鳥取県 35 2 2
032 島根県 29 0
033 岡山県 114 0
034 広島県 45 1 1
035 山口県 81 0
036 徳島県 85 0
037 香川県 16 1 1
038 愛媛県 29 0
039 高知県 102 0
040 福岡県 136 1 1
041 佐賀県 11 0
042 長崎県 125 0
043 熊本県 56 0
044 大分県 223 0
045 宮崎県 78 0
046 鹿児島県 30 0
047 沖縄県 957 10 10
051 札幌市 66 1 1
052 函館市 12 0
050 旭川市 10 0
108 青森市 447 0
110 盛岡市 101 0
054 仙台市 69 0

立
入
件
数

石綿廃棄物の保管、運搬等に係る指導



保管場所に仕
切りがない、飛
散防止の措置
が不十分

保管場所にお
いて他の廃棄
物（がれき類、
金属くず）が混
入

保管場所に必
要な表示の不
備

許可を有しな
い業者に収集
運搬を委託

運搬時の飛散
防止措置が不
十分

廃石綿等（特
別管理産業廃
棄物）の保管
に係る表示等
不備

合計 11,089 33 19 5 4 2 0 3

立
入
件
数

石綿廃棄物の保管、運搬等に係る指導

086 秋田市 14 1 1
087 郡山市 0 0
094 いわき市 14 0
084 宇都宮市 8 0
114 前橋市 32 0
101 さいたま市 130 0
103 川越市 75 0
055 千葉市 277 0
104 船橋市 10 1 1
111 柏市 6 0
056 横浜市 92 0
057 川崎市 139 1 1
058 横須賀市 6 0
098 相模原市 8 0
059 新潟市 43 0
085 富山市 19 0
060 金沢市 32 0
095 長野市 15 0
061 岐阜市 36 0
062 静岡市 100 0
063 浜松市 33 0
064 名古屋市 158 0
090 豊田市 72 0
096 豊橋市 44 2 1 1
105 岡崎市 9 0
115 大津市 37 0
065 京都市 112 0
066 大阪市 16 0
067 堺市 66 0
068 東大阪市 15 0
106 高槻市 11 0
069 神戸市 133 0
070 姫路市 35 0
071 尼崎市 18 0
099 西宮市 36 2 1 1
102 奈良市 15 0
072 和歌山市 66 0
083 岡山市 9 0
100 倉敷市 42 0
073 広島市 20 4 2 1 1
074 呉市 16 1 1
091 福山市 8 0
075 下関市 5 0
097 高松市 12 0
089 松山市 21 0
092 高知市 272 0
076 北九州市 20 0
077 福岡市 174 1 1
078 大牟田市 19 0
112 久留米市 33 0
079 長崎市 18 0
080 佐世保市 13 0
081 熊本市 62 0
088 大分市 37 1 1
093 宮崎市 28 0
082 鹿児島市 30 0



【参考資料３】

２ 破砕施設（産業廃棄物の処理施設）に実施結果 （ 環 境 省 ）

受入したがれき類に
石綿含有産業廃棄物
（疑いを含む）の混入
等を確認。返却や廃
棄物としての適正処
理等を指導。

産業廃棄物の受入時
の異物混入の確認
（展開検査等）が不十
分。確認の徹底等を
指導。

合計 4,350 ( 8,944) 52 36 16 5,434

001 北海道 265 ( 357) 0 457
002 青森県 66 ( 66) 1 1 98
003 岩手県 109 ( 295) 0 109
004 宮城県 44 ( 44) 0 69
005 秋田県 76 ( 76) 0 103
006 山形県 93 ( 93) 0 105
007 福島県 41 ( 47) 0 41
008 茨城県 107 ( 107) 2 2 107
009 栃木県 92 ( 159) 10 10 92
010 群馬県 43 ( 43) 0 43
011 埼玉県 80 ( 80) 13 13 80
012 千葉県 65 ( 66) 1 1 108
013 東京都 64 ( 64) 3 3 94
014 神奈川県 48 ( 54) 1 1 48
015 新潟県 81 ( 81) 0 143
016 富山県 37 ( 40) 0 64
017 石川県 44 ( 107) 0 44
018 福井県 56 ( 56) 1 1 56
019 山梨県 51 ( 51) 0 51
020 長野県 198 ( 437) 0 206
021 岐阜県 47 ( 47) 0 100
022 静岡県 78 ( 99) 1 1 93
023 愛知県 167 ( 258) 1 1 167
024 三重県 104 ( 107) 0 114
025 滋賀県 48 ( 48) 1 1 59
026 京都府 36 ( 36) 0 57
027 大阪府 36 ( 48) 0 36
028 兵庫県 87 ( 113) 0 87
029 奈良県 19 ( 651) 0 31
030 和歌山県 42 ( 42) 0 47
031 鳥取県 38 ( 42) 0 38
032 島根県 88 ( 94) 1 1 88
033 岡山県 49 ( 64) 0 65
034 広島県 65 ( 65) 0 88
035 山口県 78 ( 78) 0 78
036 徳島県 48 ( 48) 0 49
037 香川県 41 ( 43) 3 2 1 41
038 愛媛県 76 ( 76) 0 89
039 高知県 57 ( 57) 0 65
040 福岡県 45 ( 132) 1 1 124
041 佐賀県 35 ( 37) 2 2 37
042 長崎県 75 ( 455) 1 1 75
043 熊本県 73 ( 115) 0 73
044 大分県 74 ( 625) 0 74
045 宮崎県 111 ( 1,302) 0 111
046 鹿児島県 109 ( 243) 0 112
047 沖縄県 71 ( 100) 0 96
051 札幌市 6 ( 6) 0 6
052 函館市 6 ( 6) 0 6
050 旭川市 0 ( 0) 0 0
108 青森市 11 ( 11) 0 36
110 盛岡市 12 ( 12) 0 12
054 仙台市 17 ( 28) 0 17

破砕（がれき類）
施設数

石綿含有廃棄物に係る指導

立入施設数

（延べ立入件数）

（※）

（※）



受入したがれき類に
石綿含有産業廃棄物
（疑いを含む）の混入
等を確認。返却や廃
棄物としての適正処
理等を指導。

産業廃棄物の受入時
の異物混入の確認
（展開検査等）が不十
分。確認の徹底等を
指導。

合計 4,350 ( 8,944) 52 36 16 5,434

破砕（がれき類）
施設数

石綿含有廃棄物に係る指導

立入施設数

（延べ立入件数）

086 秋田市 17 ( 57) 0 17
087 郡山市 6 ( 6) 0 6
094 いわき市 12 ( 12) 0 13
084 宇都宮市 12 ( 16) 0 12
114 前橋市 15 ( 15) 0 28
101 さいたま市 13 ( 28) 0 13
103 川越市 12 ( 24) 0 12
055 千葉市 11 ( 11) 0 11
104 船橋市 8 ( 15) 0 8
111 柏市 4 ( 4) 0 5
056 横浜市 53 ( 53) 0 53
057 川崎市 17 ( 23) 3 3 17
058 横須賀市 11 ( 11) 0 11
098 相模原市 10 ( 12) 0 10
059 新潟市 16 ( 16) 0 74
085 富山市 53 ( 89) 0 83
060 金沢市 9 ( 19) 0 9
095 長野市 25 ( 25) 0 25
061 岐阜市 5 ( 5) 0 6
062 静岡市 10 ( 10) 0 30
063 浜松市 19 ( 19) 1 1 20
064 名古屋市 11 ( 11) 0 11
090 豊田市 13 ( 28) 3 3 13
096 豊橋市 17 ( 46) 0 17
105 岡崎市 12 ( 12) 0 17
115 大津市 3 ( 3) 0 3
065 京都市 24 ( 24) 0 24
066 大阪市 43 ( 43) 0 43
067 堺市 0 ( 20) 0 0
068 東大阪市 10 ( 35) 0 10
106 高槻市 1 ( 1) 0 1
069 神戸市 18 ( 49) 0 18
070 姫路市 17 ( 30) 0 20
071 尼崎市 7 ( 7) 0 13
099 西宮市 4 ( 7) 0 4
102 奈良市 3 ( 3) 0 6
072 和歌山市 29 ( 29) 0 32
083 岡山市 26 ( 291) 0 26
100 倉敷市 5 ( 5) 0 54
073 広島市 25 ( 44) 0 25
074 呉市 6 ( 6) 0 6
091 福山市 7 ( 7) 0 29
075 下関市 27 ( 27) 0 33
097 高松市 11 ( 11) 0 11
089 松山市 17 ( 17) 0 17
092 高知市 18 ( 18) 0 18
076 北九州市 24 ( 24) 2 1 1 31
077 福岡市 6 ( 51) 0 6
078 大牟田市 5 ( 5) 0 6
112 久留米市 4 ( 34) 0 4
079 長崎市 4 ( 4) 0 33
080 佐世保市 1 ( 1) 0 6
081 熊本市 16 ( 16) 0 56
088 大分市 54 ( 119) 0 54
093 宮崎市 0 ( 0) 0 0
082 鹿児島市 35 ( 35) 0 35

※（埼玉県、東京都） 破砕後のがれき類（再生砕石）に石綿含有産業廃棄物が混入していたことを確認。



（参考資料４）

アスベストが混入した再生砕石が使用された駐車場等（混入のおそれ

のある箇所を含む）のアスベスト大気濃度調査結果

自治体 測定日 測定場所
地点数

（合計）
測定結果※（本/L）

埼玉県

８月28日～

30日

さいたま新都心第８－１Ａ街区の

再生砕石敷設現場

９地点

0.1 未満

９月６日、

７日、10日

道路工事現場、工事予定地

など３地点
0.1 未満

９月 22日、

25日、26日

危機管理防災センター（ 仮称）建

設用地の一部など２地点
0.1

９月 22 日、

25 日、26日

鴻沼川管理用道路富士見橋

など３地点
0.1 未満

さいたま市
10月５日～

７日

彩湖公園、南区役所駐車場

など 12地点
12地点

0.34

（全地点の平均値）

川崎市
８月24日～

26日
川崎区小田民間駐車場 １地点 0.28～0.78

※ 各自治体は測定方法がそれぞれ異なるため、詳細は下記のリンクを参照されたい。

【参考】

○大気汚染防止法に基づく石綿製品製造工場に対する敷地境界基準：10 本/L（リットル）

○WHO 環境保健クライテリア（EHC 53）：「都市における大気中の石綿濃度は、一般に 1本以下～10

本/L であり、それを上回る場合もある。」「一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中

皮腫及び肺がんのリスクは、検出できないほど低い。すなわち、実質的には、石綿のリスクはない。」

＜リンク先＞

埼玉県：http://prosv.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2010&mm=9&seq=52

http://prosv.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2010&mm=9&seq=144

http://prosv.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2010&mm=10&seq=80

さいたま市：http://www.city.saitama.jp/www/contents/1288142099711/index.html

川崎市：http://www.city.kawasaki.jp/press/info20100901_5/index.html


